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重点プロジェクトの取組み 

重点プロジェクト１ ～育てよう、いろんな生物がいる自然！～ 

「自然環境観察情報員プロジェクト の取組みについて」 

 

１ 要領を制定  別紙のとおり 

 

２ 実施内容 

① 募集 

・ 公募による自然環境観察情報員、参加は随時可能とする。 

・ 自然環境観察情報員の参加募集を、ちらし、ホームページ（８月）及びエコ羅針盤（11 月号）に秋

のテーマを掲載した。 

・ １年を通じて自然環境に関する情報を募集するが、定期的にテーマを設定し依頼することとし、事

業への認知度を高める。（秋のテーマ：虫の鳴き始め、紅葉する木 28.12.20締切） 

・ 募集期間中は一人何度でも情報提供できるようにし、積極的に参加した情報員を表彰する。 

② 調査方法 

情報員に対しては、登録するメールアドレスに配信するほか、随時、市ホームページやフェイスブ

ックでも募集内容を掲載する。 

また、自然関係の活動をしているエコプラザ西東京登録団体（28 団体、会員 707 名）の代表者に対

して会員への周知を依頼し、別紙のとおりちらし等を配布。あわせて西東京市協力員（23名）、西東京

市主催事業参加者にも参加を依頼した。 

情報は、１．見つけた植物（の変化）や生き物 ２．場所（市内） ３．写真（任意） ４．コメント

を環境保全課のメールアドレスやホームページの機能を利用して収集する。 

③ 効果検証 

本協議会で評価し、調査結果の検討や来年度以降の調査の規模などの検証を行っていく。 

④ 報告方法 

 ・市ホームページ等で自然環境の情報、見頃情報などを発信する。 

・市内観察マップを作成する（自然のあるところなどのポイントを把握する）。 

<参考> エコプラザ主催事業「エコプラザ雑草教室～秋の雑草～」28.10.26実施 

     

３ 実施予定 

  ①季節のテーマ  

冬のテーマ：冬の鳥 

  春のテーマ：桜の開花状況（予定） 

 ②生物を限定して調査（案） 

<参考> エコプラザ主催事業「野鳥観察会～初冬の渡り鳥」28.12.18（日）実施 

    エコプラザ主催事業「野鳥観察会～早春の渡り鳥」29.３.３（日）実施予定 

環境審議会当日資料２ 

平成 29 年２月 15 日 
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西東京市自然環境観察情報員プロジェクト実施要領 

    

（趣旨） 

第 1 自然環境観察情報員プロジェクト（以下、「プロジェクト」という。）は、西東京市第２次環境基

本計画（平成 26年３月策定）の「重点プロジェクト１  育てよう、いろんな生物がいる自然！」を推

進するため実施する。 

 

（目的） 

第２ プロジェクトは、市内の自然を守り、多様な生き物が生息・生育できる豊かな自然と共生する環

境づくりをめざすために、身近な生物や植物の状況調査を行い、西東京市の自然環境を把握するととも

に、市民が日頃から自然に目を向ける機会を創出し、身近な自然環境への関心を高めることを目的とす

る。 

 

（事業） 

第３ プロジェクトにおいて実施する事業は、次に掲げるものとする。 

（1）市内に生息する鳥類、動物、昆虫類もしくは植物等の調査および報告に関すること。 

（2）その他、調査上市が必要と認めること。 

（3）前２号の調査により得られた情報の発信に関すること。 

 

（対象者） 

第４ プロジェクトの対象者は、次のとおりとする。 

（1）市内に在住し、在勤し、または在学する個人 

（2）市内で活動をする市の登録団体 

（3）市内に事業所を有する事業者 

（4）その他市長が特に認めた者 

 

（情報員の活動） 

第５ 情報員は次に掲げるボランティア活動を行う。 

（1）身近な自然環境に関する情報を調査し、市に報告（様式）を行う。 

（2）その他、調査上市長が必要と認めること。 

 

（情報の発信） 

第６ 情報員の調査等により得られた情報は、市の広報媒体（市報、ホームページ等）を通じて、市民

へ広く発信する。 

 

（庶務） 

第７ プロジェクトの庶務は、みどり環境部環境保全課において処理する。 

 

（その他） 

第８ この要領に定めるほか、必要な事項は、みどり環境部環境保全課が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成 28年９月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

重点プロジェクト３ ～進めよう、地球温暖化対策！～ 

「エコライフ推進プロジェクトの取組みについて」 

 

１ 要領を制定  別紙のとおり 

 

２ 今年度の実施内容 

① 11月下旬に市内小学校の全学年（9,364名）に、別紙のとおり、「1週間環境家計簿」を配布 

  →親子での取り組みを想定、参加者は電気、ガス、水道及びごみの削減によりどれだけ CO２の削減が

できたか、省エネで気づいたことや感想なども報告してもらう。 

   集計が終わり次第、市ホームページや広報等でＰＲする。 

 

② 省エネ設備設置助成金を申請した市民等に対するアンケート調査の協力依頼 

  市報、市ホームページ、ちらし及びエコ羅針盤（11月号）で助成金申請をＰＲ 

年間の CO２削減量のデータは後日、市報、市ホームページ等で公表し、地球温暖化対策のＰＲに使用 

  →ア）節水節湯水栓 

申 請 数：109件（確定） 

     依頼内容：水栓設置前１年間と設置後１年間の水道・ガス使用量のデータ提供 

→年間の CO２削減量を算出 

イ）直管型ＬＥＤ照明器具 

申 請 数：15件（確定） 

     依頼内容：直管型蛍光灯及び直管型 LEDの消費電力、灯数、点灯時間のデータ提供 

→年間の CO２削減量を算出 

 

３ 来年度の実施案 

【大人・子ども向け】 

○ 「１週間省エネチャレンジ」の実施 

  市民を対象に幅広く募集。カラーＡ３・２つ折り、ハガキで応募する形式にする。 

内容は、「1週間環境家計簿」より幅広いもの（大人にもやってもらいたいもの）にする。 

印刷は 12,000部とし、小学校全学年に配布するほか、各種環境講座の参加者等に配布 

先着で景品を用意 

   

【子ども向け】 

○ 毎年新小学 4年生に配布している「西東京市の環境（副読本）」に、「1週間環境家計簿チェックシー

ト」をＡ３・３つ折で巻末に入れて募集をかけ、あわせて「みんなでわが家の省エネを始めてみよう」

と題して、家庭での省エネの取り組みを促す記事（２ページ分）を新たに追加する。 

また、環境家計簿を送ってくれた児童には、先着で景品を用意する。 
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【大人向け】 

① 省エネ設備設置助成金を申請した市民等に対しアンケート調査 

  前年度と同様に、節水節湯水栓と直管型ＬＥＤ照明器具で実施 

  前年度分については、集計が終わり次第、市ホームページや広報等でＰＲする。 

② 「家庭の省エネ講座」の実施 

  クール・ネット東京の「家庭向け講師派遣事業」を活用 

③ 「期待年間ＣＯ２削減量調査」の実施（②と同時実施） 

  「家庭の省エネ講座」実施後にアンケート調査を行い、省エネしてみたい項目を選んでもらう。 

④ 「③の追跡調査」の実施 

  「家庭の省エネ講座」の参加者に、上記の「１週間省エネチャレンジ」を行ってもらい、実際に行

った項目を応募してもらい、③と④の年間 CO２削減量（期待値と実施値）を算出し、市ホームページ

や広報等でＰＲする。 
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西東京市エコライフ推進プロジェクトに関する要領 

 

第１ 目的 

  この要領は、市民の自発的な省エネルギー活動意欲の向上及び拡大を図り、もって地球温暖化対策

の推進に市民・事業者・行政が連携して取り組み、低炭素社会の実現に寄与することを目的とする。 

第２ 定義 

  エコライフとは、省エネルギー活動を通じて環境に配慮した生活のことをいう。 

第３ 対象者 

  エコライフ推進プロジェクトの対象者は、次のとおりとする。 

(1)１年以上市内に住所を有する者の世帯 

(2)１年以上市内に事業所を有する事業者 

第４ 参加申請 

対象者で本プロジェクトに参加しようとする者（以下、「参加者」という。）は、市に参加を申請す

るものとする。 

第５ 参加者の取り組みと報告 

参加者は、次の事項に定める省エネルギー活動に取り組み、その結果を市に報告するものとする。 

(1) 二酸化炭素排出量の削減 

(2) 電気・ガス・水道使用量の削減 

(3) ガソリン、軽油、灯油等の燃料使用量の削減 

(4) 省エネルギー設備の設置及び取り替え 

(5) その他、省エネルギー活動を通じて環境に配慮した取り組み 

第６ 市の支援内容 

市は、参加者の取り組みに対して、次の事項を支援するものとする。 

(1) 二酸化炭素排出量の見える化 

(2) エネルギー消費量の集計 

（3）取り組みに必要な先進事例の紹介等の情報提供 

（4）省エネルギー効果の高い取り組みを行った者への表彰 

(5) その他、参加者の取り組みに必要な支援 

第７ 取り組み結果の公表 

  参加者の取り組み結果については、市報及びホームページ等で公表する。 

第８ その他 

本要領に定めるもののほか、必要な事項は、みどり環境部環境保全課が別に定める。 

附 則 

この要領は、平成28年７月 日から施行する。 
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西東京市省エネルギー設備設置助成金交付要綱 

 

第１ 目的 

この要綱は、新たな省エネルギー設備に取替えを行う者に対し、その設置に要する費用の一部を西

東京市（以下「市」という。）が助成することにより、省エネルギー設備の普及を促進し、もって地

球温暖化対策に寄与することを目的とする。 

第２ 定義 

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 省エネルギー設備 環境負荷を低減するために、エネルギー使用の合理化を図る器具又は機器を

いう。 

(2) 中小企業者等 市内に本支店又は事業所が登記又は登録されている法人及び個人事業主であって、

中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）第２条第１項に規定する中小企業者その他市長がこれに

準ずると認めるものをいう。 

(3) 工事費用 省エネルギー設備の購入を含む設置工事に要する費用を合計した額をいう。 

(4) 集合住宅 建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第２条第１号に規定する建築物のうち、共同住

宅又は長屋の用途に供するものをいう。 

(5) 管理組合等 建物の区分所有等に関する法律（昭和 37年法律第 69号）第３条若しくは第 65条に

規定する団体又は同法第 47条第１項（同法第 66条において準用する場合を含む。）に規定する法

人及び同法第 25条第１項（同法第 66条において準用する場合を含む。）の規定により選任された

管理者をいう。 

(6) 共用部分等 建物の区分所有等に関する法律第２条第４項に規定する共有部分又は賃貸住宅の居

住用部分以外で居住者全員若しくはその一部の共用に供されるべき建物の部分をいう。 

第３ 助成対象者及び助成対象設備 

西東京市省エネルギー設備設置助成金（以下「助成金」という。）の交付の対象となる者（以下「助

成対象者」という。）及び助成金の交付の対象となる省エネルギー設備（以下「対象設備」という。）

は、別表に定めるとおりとする。 

第４ 助成金の交付額 

助成金の交付の額は、予算の範囲内とし、別表に定めるとおりとする。 

２ 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

第５ 助成金の交付の制限 

助成金の交付は、対象設備のうちいずれか１種類とし、同一の住宅等につき１回に限り行うものと

する。 

第６ 助成金の交付の申請 

助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、対象設備の設置工事の着手前に、

省エネルギー設備設置助成金に係る申請書に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

(1) 対象設備の設置に係る工事費用の見積書及びその内訳書の写し 

(2) 対象設備の要件を満たしていることが確認できるもの（第三者機関が測定した証明書、パンフレ

ット等） 

javascript:OpenKokuhouDataWin('/cgi-bin/nishitokyo_yo/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=1643347969&UKEY=1487038353&REFID=33810040015400000000&JYO=%32%20%30%20%30&KOU=%31%20%30&BUNRUI=H&HANSUU=1&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2')
javascript:OpenKokuhouDataWin('/cgi-bin/nishitokyo_yo/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=1643347969&UKEY=1487038351&REFID=32510040020100000000&JYO=%32%20%30%20%30&BUNRUI=H&HANSUU=1&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2')
javascript:OpenKokuhouDataWin('/cgi-bin/nishitokyo_yo/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=1643347969&UKEY=1487038349&REFID=33710040006900000000&JYO=%33%20%30%20%30&BUNRUI=H&HANSUU=1&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2')
javascript:OpenKokuhouDataWin('/cgi-bin/nishitokyo_yo/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=1643347969&UKEY=1487038347&REFID=33710040006900000000&JYO=%36%35%20%30%20%30&BUNRUI=H&HANSUU=1&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2')
javascript:OpenKokuhouDataWin('/cgi-bin/nishitokyo_yo/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=1643347969&UKEY=1487038345&REFID=33710040006900000000&JYO=%32%20%30%20%30&KOU=%34%20%30&BUNRUI=H&HANSUU=1&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2')
http://10.18.91.52/nishitokyo_yo/HTML_TMP/svhtml1643347969.14111232.Yougo.1.0.DATA.html#JUMP_SEQ_67
http://10.18.91.52/nishitokyo_yo/HTML_TMP/svhtml1643347969.14111232.Yougo.1.0.DATA.html#JUMP_SEQ_67
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(3) 対象設備の設置予定箇所や規模等を示す写真又は図面等 

(4) 節水節湯水栓を設置する場合にあっては、助成金の交付を受けようとする者の住民票の写し 

(5) 直管型ＬＥＤ照明器具を設置する場合にあっては、現に設置されている照明器具と比較して省エ

ネルギー性能が高いことを証する書類 

(6) 納税に関する書類 

ア 助成金の交付を受けようとする者が個人の場合にあっては、その者の助成金の交付を受けようと

する年度の前年度分の住民税を滞納していないことを証する書類 

イ 助成金の交付を受けようとする者が法人の場合にあっては、その者の助成金の交付を受けようと

する年度の前年度分の法人住民税を滞納していないことを証する書類 

(7) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、同項の書類により証明すべき事由を公簿等により確認するこ

とができるとき（本人の同意がある場合に限る。）は、当該書類の提出を省略することができる。 

第７ 助成金の交付の決定 

市長は、第６に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成金の交付

の決定を行い、助成金の交付に係る決定通知書により、不適当と認めるときは助成金の不交付に係る決

定通知書により申請者に通知する。 

第８ 助成の条件 

市長は、第７に規定する助成金の交付の決定をする場合において、第１に規定する目的を達成するた

めに、必要な条件を付すことができる。 

第９ 助成金の交付申請の変更 

第７の規定により助成金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、対象設備の工

事内容等に変更が生じた場合は、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、交付決

定者は、第６に掲げる書類のうち市長が指示するものを添付し、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、対象設備の工事内容等の変更について適当と認めた場合は、この旨を申請者に通知する

ものとする。 

第 10 実績報告 

交付決定者は、対象設備の設置が完了したときは、速やかに実績報告書兼請求書に次の書類を添付し、

市長に提出しなければならない。 

(1) 対象設備の設置工事に係る領収書の写し 

(2) 対象設備の設置状況を示す写真 

(3) 既設の直管型蛍光灯ランプから直管型ＬＥＤランプへの交換（配線工事を伴う交換を含む。）の

場合にあっては、その安全性を証する書類 

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

第 11 助成金の額の確定及び交付 

市長は、第 10の規定により実績報告を受けた場合においては、その内容を審査し、及び必要に応じて

調査等を行い、助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた

ときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金の実績報告を受けた後速やかに助成金の額の確定通知

書により、当該助成事業者に通知しなければならない。 
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２ 市長は、前項の規定により交付すべき助成金の額を確定したときは、速やかに助成金を交付する

ものとする。 

第 12 財産処分の制限 

交付決定者は、対象設備を助成金の交付の決定の日から５年を経過するまでの間は、市長の承認を受

けないで第１に規定する目的又は第８の規定により付した条件に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸

付けし、又は担保に供してはならない。 

第 13 交付の決定の取消し 

市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を

取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、書面により交付決定者に通

知する。 

第 14 助成金の返還 

市長は、第 13第１項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当

該取消しに係る部分について既に助成金を交付しているときは、書面により当該助成金の返還を命ずる

ことができる。 

２ 交付決定者は、前項に規定する命令を受けたときは、市長が指定する期限内に、助成金を市長に

返還しなければならない。 

第 15 対象設備の適正管理義務 

交付決定者は、対象設備の適切な維持管理に努めなければならない。 

第 16 調査等 

市長は、助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、対象設備の設置の

状況、稼動状況等について、施工現場等において調査することができる。 

２ 市長は、交付決定者に対し、設置した設備の稼働状況、設置効果等を把握するために必要な事項

について、報告を求めることができる。 

第 17 その他 

助成金の交付に関し必要な事項は、西東京市補助金等交付規則（平成 13年西東京市規則第 57号）に

定めるもののほか、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 28年４月１日から施行する。 
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別表（第３、第４関係） 

助成対象者 対象設備 対象設備の要件 助成金の額 

住民基本台帳法（昭和 42年法律第

81号）の規定により市の住民基本台

帳に記録されている者で、自らの居

住の用に供する住宅（賃貸住宅又は

使用貸借住宅の場合にあっては、当

該住宅の所有者から対象設備を設

置することについて同意を得てい

るものに限る。）に対象設備を設置

し、使用しようとするもの（助成金

の交付を受けようとする年度の前

年度分の住民税を滞納していない

ものに限る。） 

節水節湯水栓 エネルギーの使用の合理化に関す

る法律（昭和 54年法律第 49号）に

基づく「住宅・建築物の省エネ基準」

又は「住宅事業建築主の判断の基

準」を満たさない既設の水栓を当該

基準を満たす水栓（節湯Ａ１・節湯

Ｂ１・節湯Ｃ１、節湯Ａ・節湯Ｂ・

節湯ＡＢの表示がされているもの

に限る。）に取り替えること。 

工事費用の２

分の１とし、５

万円を上限と

する。 

市内に集合住宅を有する個人又は

管理組合等で、共用部分等に対象設

備を設置し、使用しようとするもの

（助成金の交付を受けようとする

年度の前年度分の住民税又は法人

住民税を滞納していないものに限

る。） 

直管型ＬＥＤ

照明器具 

集合住宅の共用部分等に設置され

ている直管型蛍光灯照明器具の全

体（ランプその他の部品で一体とし

て構成される器具の全ての部分を

いう。以下同じ。）を直管型ＬＥＤ

照明器具（既設の直管型蛍光灯照明

器具に比較し、 省エネルギー効果

が高いものに限る。）の器具全体に

取り替えること。 

工事費用の２

分の１とし、15

万円を上限と

する。 

中小企業者等で、当該事業所（賃貸

建築物又は使用賃貸借建築物の場

合にあっては、当該建築物の所有者

から対象設備を設置することにつ

いて同意を得ているものに限る。）

に対象設備を設置しようとするも

の（助成金の交付を受けようとする

年度の前年度分の住民税又は法人

住民税を滞納していないものに限

る。） 

節水型トイレ 既設のトイレを節水型トイレ（ＪＩ

Ｓ規格Ａ5207の「節水Ⅱ形大便器」

の認証を受けているもの又はこれ

と同等の性能を有することが証明

されているものに限る。）に取り替

えること。 

工事費用の２

分の１とし、10

万円を上限と

する。 

 

 

javascript:OpenKokuhouDataWin('/cgi-bin/nishitokyo_yo/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=1643347969&UKEY=1487038341&REFID=34210040008100000000&HANSUU=1&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2')

